年　　月　　日
在中国日本国大使　様
帰国・管轄外転出届
	氏
名
	ローマ字
	Surname
	Given name

	
	漢字
	（姓）
	（名）

	帰国（管轄外転出）年月日
	年
	月
	日

	在留地の住所
	

	職業、勤務先
	

	同　行
	（氏名）
	（続柄）

	
	（氏名）
	（続柄）

	
	（氏名）
	（続柄）

	
	（氏名）
	（続柄）

	帰国（管轄外転出）先
	住所
	

	
	連絡先
	

	印鑑登録の有無
	· 貴館で印鑑登録していますので、抹消して下さい。
· 貴館で印鑑登録していません。
（いずれかに印をして下さい。）

	在外選挙人登録の有無
	· 在外選挙人登録しています。
· 在外選挙人登録していません。
（いずれかに印をして下さい。）


（注1）提出は郵送、FAX、持参いずれでも結構です。
郵送の場合：100600 北京市朝陽区亮馬橋東街1号 日本大使館領事部「在留届」係
FAXの場合：010-6532-9284
（注2）当館で印鑑登録された方が転出されますと、その印鑑登録は届け出あるいは職権により抹消されます。
（注3）在外選挙人登録を行っている方で日本に帰国される方は、「在外選挙人証」を管轄の選挙管理委員会に返却して下さい。他公館の管轄地域に転出される方は、当該公館において記載事項変更届を行って下さい。
（詳細は当館領事部在外選挙担当010-6532-6964までお問い合わせ下さい。）
